
第５１号議案 

   ふじみ野市立文化施設条例の一部を改正する条例 

 ふじみ野市立文化施設条例（令和２年ふじみ野市条例第３６号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条の表に次のように加える。 

中央文化施設  ふじみ野市上福岡五丁目２番１２号  

 第４条第１項に次の１号を加える。 

 (3) 中央文化施設 毎月第４月曜日（休日に当たるときは、その日後において

その日に最も近い休日でない日）並びに１月１日から同月４日まで及び１２

月２９日から同月３１日までの日 

 第１０条及び第１６条第２項中「別表第１及び別表第２」を「別表第１、別表

第２及び別表第３」に改める。 

 別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第１０条関係） 

 １ 中央文化施設ホール等 

時間

 

施設名 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後１０

時まで 

午前９時か

ら午後１０

時まで 

ホール 平日 移動観客

席を使用

する場合 

円

２，０００

円

２，７００

円

３，４００

円

７，７００

移動観客

席を使用

しない場

合 

１，０００ １，３５０ １，７００ ３，８５０

日曜日 

、土曜

日及び

休日 

移動観客

席を使用

する場合 

２，５００ ３，４００ ４，２５０ ９，６５０

移動観客

席を使用

しない場

合 

１，２５０ １，７００ ２，１００ ４，８００

楽屋１ ４５０ ６００ ７５０ １，７００

楽屋２ １５０ ２００ ２５０ ５５０

ギャラリー ３００ ４００ ５００ １，１００

 ２ 中央文化施設その他の施設 



時間

 

 

 

施設名 

午前９時

から午前

１１時ま

で 

午前１１

時から午

後１時ま

で 

午後１時

３０分か

ら午後３

時３０分

まで 

午後３時

３０分か

ら午後５

時３０分

まで 

午後６時

から午後

８時まで 

午後８時

から午後

１０時ま

で 

ミーティングル

ームＡ 

円

２００

円 

２００ 

円

２００

円

２００

円

２００

円 

２００ 

ミーティングル

ームＢ 

２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

スタディルーム ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

多目的ルームＡ ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ 

多目的ルームＢ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

スタジオ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ 

ＤＩＹルーム ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ 

キッチンスタジ

オ 

４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ 

和室１ ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

和室２ ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

備考 

  １ 「平日」とは月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいい、「

休日」とは国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日をいう。 

  ２ 障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者（１人に限る。）又は

これらの者が構成員の一員となっている団体のうちこれらの者の合計人数

が利用者の総数の半数を超える団体が利用する場合の使用料は、この表の

金額に０．５を乗じて得た額とする。 

  ３ ふじみ野市に住所を有し、通勤し、若しくは通学している者又はこれら

の者が構成員の一員となっている団体のうちこれらの者の合計人数が利用

者の総数の半数を超える団体以外のものが利用する場合の使用料は、この

表の金額に２を乗じて得た額とする。 

  ４ 入場料を徴収する場合の使用料は、次の各号に掲げる１人当たりの入場

料の額に応じ、当該各号に定める率にこの表の金額を乗じて得た額とする。 

   (1) ３，０００円を超え５，０００円未満の場合 １．５ 

   (2) ５，０００円以上の場合 ２．０ 

  ５ 商業宣伝行為等専ら営利を主たる目的として利用する場合の使用料は、

前項の入場料を徴収しない場合であっても、この表の金額に２．５を乗じ

て得た額とする。 

  ６ ホールの利用者が利用に供する準備又は練習のためホールを利用する場



合は、移動観客席を使用しない場合のホールの使用料を適用する。 

  ７ ホールの利用者が時間延長をした場合の１時間当たりのホールの使用料

は、当該区分の使用料（当該区分の使用料に備考２から備考６までの規定

の適用があるときは、その適用後の額）の１時間当たりの金額に１．３を

乗じて得た額とする。ただし、当該延長は、１時間を限度とし、１時間未

満は、これを１時間とする。 

  ８ 利用者が連続して複数の時間区分において施設を利用する場合は、各時

間区分の間の時間も当該施設を利用することができるものとし、当該時間

については、使用料を徴収しない。 

  ９ やむを得ない理由によりあらかじめ許可された利用時間を超える場合の

使用料（ホールを除く。）は、その超える時間１時間につき、当該１時間

当たりの額とする。ただし、超過時間が１時間未満の端数は、これを１時

間とする。 

  １０ 使用料の合計額に１０円未満の端数を生じたときは、その端数を切り

捨てる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において規則

で定める日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 指定管理者による管理及び中央文化施設の利用の許可に関し必要な手続その

他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

  令和８年６月１日提出 

 

                 ふじみ野市長 高 畑   博 

 

提案理由 

  ふじみ野市立文化施設として中央文化施設を設置するため、ふじみ野市立文

化施設条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 


